
ここあプロジェクト 
企画研修会開催規程 

 
（目 的） 
第１条 この規程は、ここあプロジェクトの企画研修会について定める。 
第２条 企画研修会は、ここあプロジェクト推進のために、子どもの心の支援に関わる内容

で実施するものとする。 
 
（適用の範囲） 
第３条 この規程は、ここあプロジェクトの支援者メンバーに適用する。 
 
（企画研修会の種類） 
第３条 企画研修会の種類は、次のとおりとする。 

(１) ここあプロジェクト主催 定例型企画研修会 
ここあプロジェクトの基本研修として定例的に開催されているものである。 
「子どもの病気」「子どもの発達」「子どもの心理療法」に関しては、1 年間（1 月
～12 月）で必ず各 1 回は企画実行する。定例型研修会については、前年に年間計
画を立てるものとする。 

(２) ここあプロジェクト主催 発案型研修会 
事務局スタッフから企画発案され、子どもの支援事業ミーティングおよびここあプ
ロジェクト運営委員会で承認され、ここあプロジェクト主催で行うものである。 

(３) メンバー主催企画研修会 
支援者メンバーが企画して、メンバーおよび外部参加者を対象にして、ここあプロ
ジェクトの企画として実施、広報を行うものである。 

 
（開催条件） 
第４条 研修会には以下の条件が必要である。 

(１) 企画者が支援者メンバーであること。 
(２) 企画内容が子どもの支援に役立つものであること。 
(３) 企画内容に科学的信頼性があること。 
(４) 収支計画が現実的であること。 
(５) 企画を自分の責任で運営できること。 
(６) 上記について記入した企画申請書を開催 2か月前までに提出すること。 
(７) 運営委員会の審査で改善すべき問題が指摘されたら期限内に修正すること。 
(８) 審査が実施 1か月前に終わっていること。 

 



（届出及び手続） 
第５条 企画者は以下の手続きを経て承認を得なければならない。 

(１) 所定の申請書に記入し、少なくとも開催 2 か月前までには所定の申込先に申請し
なければならない。 

(２) 運営委員会は申請 2 週間以内には会議を招集し、審議を行わねばならない。 
(３) 運営委員会の承認が得られたら、企画者は開催 1.5 か月前までに広報の準備（オン

ライン設定、Peatix 掲載資料など）を行わねばならない。 
(４) オンライン研修の場合には、「ここあの広場」（支援者メンバーのみ参加可能）を利

用するか、企画者の責任（企画者のアカウント）でビデオ会議設定を行う。 
(５) Peatix への登録（参加費徴収、広報、ビデオ会議登録）、参加者管理、経理に関し

てはここあプロジェクトの事務局が行う。 
(６) 開催 1 か月前には事務局が「ここあの広場」に広報を開始しなければならない。 
(７) 研修会の実施にあたっては企画者の責任で実施・運営しなければならない。 
(８) 研修会開催後 2 週間以内に、ここあプロジェクト事務局から収支計算書を企画者

に提出する。収益（経費については第 6 条参照）の 8 割は企画報酬として、源泉
徴収額を引いた金額を 1 か月以内に企画者に支払う。赤字の場合には、研修開催
費用負担金として、同額を企画者が支払わなければならない。 

(９) 外部参加者に広報を行う場合には、上記日程のプラス 1 か月前には行動を起こす
ことを推奨するものとする。 

 
（運営にかかる経費） 
第６条 研修会開催に必要な経費は以下のとおりである。 

(１) 事務手続き基本料金 1万円（参加登録 100 名以内、100 名以上は 1 名につき
100 円） 

(２) 会場利用料（集合研修の場合） 
(３) コピー利用料金 白黒１枚 10 円、カラー1枚 20円 
(４) Peatix 利用料金 有料 1チケットにつき 4.9%+99円 
(５) 講師報酬（交通費含） 
(６) そのほか 企画者からの依頼物品の金額 

  



（報酬の金額） 
第７条 研修会の講師、司会などには、次の各号により報酬を支給する。ただし、企画内容

により報酬は変動することがある。 
(１) ここあプロジェクト企画研修会 定例型（有料） 

(ア) 企画協力者 5 万円（5 回シリーズの場合） 
(イ) 講師謝礼  3 万円（50名以上参加で 4 万円、100 名以上参加で 5万円） 
(ウ) 司会    1 万円 
(エ) 指定討論者 1 万円 

(２) ここあプロジェクト企画研修会 提案型（有料） 
企画内容に従う 

(３) ここあプロジェクト企画研修会 提案型（無料） 
(ア) メンバー外講師 3 万円 
(イ) メンバー内講師 1 万円 

(４) メンバー企画研修会（有料） 
企画内容に従う 

 
付  則 
（実施期日） 
 この規程は、2022 年 11 月 1日から実施する。 
 
  



研修会 企画申請書 
 


